消費生活出前講座実施要領
１　目的
　　悪質商法等による消費者被害の未然防止を図るため、市内小中学校、高等学校及び各種団体等からの要請を受け、消費生活に関する出前講座を実施することにより、消費者被害・トラブルのない地域づくりを進め、市民の消費生活の安定と向上に資することを目的とする。

２　主催
　　一関市

３　派遣先
　　各種団体、学校などが企画する研修会や学習会　等

４　派遣職員
　　消費生活相談員　

５　主な講座内容
　　・　悪質商法とその対処法（高齢者向け、若者向け　等）
　　・　携帯電話やインターネット関連トラブル対処法
　　・　多重債務に陥らないための知識
　　・　契約の基礎知識
　　・　最近の消費生活相談の状況　等　　
※　受講者及び研修会等の目的に合わせて対応する。

６　講座時間
　　30分から90分程度

７　受講人数
　　５人以上

８　経費
　　講師謝金・講師旅費は無料

９　申込方法
　　原則、実施希望日の１か月前までに、別紙「消費生活出前講座申込書」により申し込む。
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　　・　実施日については、派遣職員の日程等により、申込者と協議のうえ決定する。
    ・　新型コロナウイルス感染防止対策（マスク着用、換気、手指消毒、３密回避など）を行う。
